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1ま え が き

青森県における稲作生産組織は, 40年 前半の農村

労働力の減少 と技術革新に対応 して急速に普及 し,そ
の多 くは機械・ 施設利用の合理化対策 として組織され,

これをとおして,技術の高位平準化による増収,省 力

化がね らいであった。 しか し現実にはこの組織化は,

零細農家 をよリー層兼業化へ志向させる結果 となり,

組織の中核農家が組織の維持と個別経営の発展の間t
苦慮 しているのが多 くの生産組織の実情である。稲作

をとりま く内・外的条件の変化にともない従来の生産

第 1表 類型別・農業地域別生産組織数
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この組織化の内容 をみると,そ の多 くは機械施設の

合理化対策 として組織 された共同利用型で全体の 80

¢近 くである。稲作生産組織についても同様で共同利

用組織が 529,集 団裁培組織が 82である。 この集団

栽培組織にあってもその内容は,品種を統一 した うえ

で機械や施設 を共同で利用する共同利用型が大部分を

占めてお り,手労働の共同 を行なう共同作業型はきわ

めて少ない。すなわち,県内の生産組織は機械,施設

の補助導入を契機 として組織されたもので,そ の設立

年次は他県に比較 して新 しい。
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組織は解体あるいは再編の必要性にせまられている。

ここでは青森県稲作生産組織の動向と,集 団栽培か

ら作業受託組織に発展再編 された一生産組織について

その発展過程 と再編要因について述べる。

2 青森県における稲作生産組織

県内の農業生産組織数は 47年 の全国的な調査の結

果か らその総数は1549で北海道 を除 き都府県のうちで

は最 も多い。 また県内の農業地域別では中南及び西北

で,い わゆる津軽地帯が数の上からは組織化がすすん

でいると云える (第 1表 )。
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注. 1 共同利用組織,集団裁培組織で受託 を行 なう場合には受託組織にも計上 されているので合

計 とはあわない。

a`調査 )

次にこの稲作生産組織の動向 を43年 と47年 で対比

してみると, 47年 までの間に解散 した組織は共同利

用組織が 184, 集団載培組織 35, その他 10で ,全

体からみると稲作関係の組織の解散が日立っている。

この解散 した理由をみると第 1位 が「 栽培技術の平準

化 と機械施設の利用統合」 28%で , 次いで「 生産調

整によるもの」25%,「 資金 の 償却年限 の 経過」

15¢ で, 発展的に編成替えされた組織は 12¢にす

ぎない。また解散後の農家の状態をみると,稲作関係

では80チ近くが個別に移行している。
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3 生産組織再編の過程 と要因

ここで紹介す るY集落は弘前市街地に隣接 し,都 市

化の影響を強 くうけてお り,こ れからの農業の方向を

定めるにはきわめて困難な条件下にある。 戸数は 28

戸で,こ の うち農宗 17戸 ,経営 タイプは水稲単作で

外に リンゴがプラスアルファーとして若千みられる程

第 2表 稲作生産組織の展開

ん機から大型 トラタターに変化 し,利用の経済性 を高

めるうえか ら共同 で利用することが必要であった。第

2点 は労働力の減少が農家の減少をもたらしていない。

零細農家が兼業 を余儀な くされながら他方では農葉生

産を維持するための組織 を必要 としていた。第 3点 に

は全国的に米づ くり運動がすすめられていた時期 で,

集団裁培 を中心 とする組織化は,米 づ くリムー ドの中

で構造改善事業 をは じめ とする各種の奨励事業で促進

されていた (第 2表 )。

この営農組合の発展の経過 をみると,42年か ら45

年までの,い わゆる高度集団裁培期には農繁期の労働

力の階層間調整 をはかり,裁培面では多肥,多収性品

種への統一など,個別経営の階層差 をともなわない技

術の集団化,平準化によって る00"→ 620り /10aと

増収効果が期待でき,一方においては トラタターを軸

とする共同利用,共同作業による省力化の効果 も大き

かった。

この結果,兼薬農家は農薬生産も維持でき,兼業も

安定するようになった。 しかしこの組織化がより兼業

をすすめる結果 となったことも事実である。 このため

度である。晨家の構成は専業 3戸 ,第 1兼 2戸 ,第 2

兼が 12戸 で, 専業は年々減少 している。

この地区の集団栽培の発足は 42年 で, 設立当時の

参加規模は戸数 37戸,面積 34haで ぁる。 この発足

当時の一般情勢は 1つ に農村か らの激 しい労働力の流

出であ り,農繁期の労働力対策 として農家相互間の助

け合いのかたちの組織化が要求され,生産手段も耕 う

組織 を維持する中核的農家,オ ペ レーターは組織 を維

持するために個βl経営に圧迫 を感 じなが らも“部落 ぐ

るみ
"“

相互扶助
"の

精神から組織を解散す ることは

できなかった。 このため専業農家が,規模 を拡大 し自

立経営 をめざして発展 できるシステムに改める必要が

生 していた。そ して組織内では現在の部落 ぐるみの組

織から5～ 6戸の事業農家で機械 を所有 し,作 業受託

を行な う組織にする構想が生まれていた。

このような時期に弘前市が農工併進対策 として水稲

モデル営農団地育成事業 を計画 し,将来における請負

耕作 を目的 としたもので,こ の事業の指定 を受け, 5

戸のオペ レータ農家による受託組織に再編 された。再

編当時は旧集団の機械施設 を引きつぎ,さ らに収穫乾

燥施設 を導入整備 して主に作業受託は耕起・代かきと

収穫作業 を中心に実施 した。 46年 にいた り機械移植

の実用化にともない共同育苗の必要 にせまられ,県 内

では第 1に 大規模育苗施設設置事業の指定をうけ,隣

接する T営農組合 と共同出資による育苗組合を設立 し

この運営に当 り, 翌 47年 から田植作業の受託へ と進

んだ (第 3表 )。

年 代 農 業 情 勢 生 産 組 織・ 作 業 内 容 主 要 生 産 手 段

昭和    年
55～ 56

年層い, 2・ 3男

の流出

生産組合活動

(防除の共同作業 )

防 除 機

(長管多頭 口 )

40～ 42 臨時履いの雇用難
集団栽培の成立

(讚号臭含作臭
・田植・防

)

トラクター

防除機 (ス ワース )

補助労働力の減少
集団栽培の一般化

ぐ予鰺 蓬躍鰈警)

パ イ ンダー

ハーベ ス ター

46～ 49
小規模農家の経営

能力喪失

受託組織の成立

(讚呼晨袋お肇貞界翼
・防

)

防除機 (SSダスター )

田植機
自脱型 コンパイン

50年 以降

(予 想 )
小規模農家の離農

受託組織の一般化

(集落農場・機械銀行 )

肯苗施設 ,コ ンパイ ン

カントリーエレベーター
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第 3表 組織発展の過程の中での大きな問題点 と解決点

解題

昭和 42年 :兼 業化が進み,機械の大型化が ,

共同防除組合では満足 できなか

った。

昭和 45年 :兼業が安定 したのに くらべ,専

業 (ォ ペ レーター )が 個人経営

に圧迫 を感 じ,そ のため脱退の

気運がでる。

高度集団栽培組合結成 :20馬 カ トラクター

2台 ,大型防除機
'台

を導入 し,耕起・代か

き。田植・ 共同防除 を実施する。

口植機・パインダー・ ハーペスターの出現に

より水稲省力栽培が可能になる。

専業ォペレーター農家が高度集団裁培組合の

施設を引きとり,作業受託へ改組,再出発す

る。

昭和 46年 :水稲機械化一貫体系の中で,日

植機使用の育苗問題が難関 とな

った。

外瀬省力生産組合 と共同で,弘前第一育苗組

合を設立,大規模共同育苗施設設置事業の指

定 を受ける。育苗・ 田植の受託作業が可能 と

なった。

このよ うな受託組織の発展は受託量の安定確保 を第

1条件 とするが, さらには確保 された受託地の団地的

作業体系の確保が受託組織定着の条件 と考 えられるが

現実には必ずしもそうではない。委託農家は年 々固定化

の傾向にあるが,受 託量は減少している。これは組合の

機械装備が集落の全面積 を消化できる能力がな く, こ

のため周辺農家が相対で受託しており,委託農家は両者

の作業料金比較のうえで申込みす る例が多 く,団 地的

な作業の計画消化ができない。営農組合では請負耕作

へ発展する過渡的段階 として作業受託 を行なっている

が,現状の技術評価 をともなわない料金決定システムで

は委託農家のうけるメリットに比べて受託農家のメリット

は少ない。技術格差,生産力格差 を加味 した料金の決定

さらには,長期にわたる請負耕作の成立な くしては受

託サィドの安定 した経営の規模拡大に結びつかない。

4 ま  と  め

この営農組合が 36年 の水稲共同防除組合の設立 か

ら今日まで,組織発展の過程 を段階的にみる と,水稲

共防か ら高度集団栽培へ,高度集団裁培 から受託組織

へ,さ らには受託規模拡大のための育苗組合の設立に

区分できる。第 1の 過程では,外部的には兼業化の進

行 と労働力の減少による相互間の助け合いの形での組

織化であ り, 内的には機械施設の合理化対策である。

第 2の段階では,担 い手農家の減少と個,1経営の圧迫

が少数の農家による機械の体系的利用 と受託化, さら

には担い手農家が経営安定のために作業規模拡大の方

向にすすんできた。

以上のように,組 織発展過程において内部に発生す

る諸問題 を解決するために,集団裁培 ― 受託化の方

向 をた どってきたが,その側面には奨励事業が大きな

契機になっていたことは事実である。

この地区のように,兼業化のすすんでいる地区で共

同利用,共 同作業を目的 とした生産組織が一時的に作

業あるいは経営の受託組織へ転化するのが自然な一つ

の方向 とも云える。

稲作生産における集団化 と受委託

阿部健―郎・柴 田昭治部・嶋崎 善治

(秋田県農業試験場 )

速に全国各地に普及 した。

1 研究のね らい と背景          しか し,こ れ らの集団は,1960年 代における経済の

稲作の集団裁培は,参 加農家にそれぞれ集団化効果  「 高度成長」政策に伴 う著 しい農業労働力の流出と,

を実現 し,農民の主体性 を確立 し得るものとして,急  これを可能にした機械化「 一貫体系」の確立によって,


